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　公正取引委員会は、日本年金機構が発注するデータプリントサービスの入札
等の参加業者に対して、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）の規定に
違反する行為を行っていた２６社に令和４年３月３日付けで排除措置命令及び
課徴金納付命令を行った。
　このうち、岐阜市上下水道事業部に登録のある１者については、岐阜市上下
水道事業部競争入札参加資格停止措置要領第２条に定める別表第２－５（独占
禁止法違反行為）に該当することから、競争入札参加資格停止措置を行う。
　（独占禁止法の正式名：私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）
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資格停止期間

トッパン・フォームズ㈱岐阜
営業所

岐阜市橋本町２－２０

（３か月）


